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特別損失特別損失特別損失特別損失のののの計上計上計上計上及及及及びびびび繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産のののの取崩取崩取崩取崩ししししにににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    
 
 
当社は、平成25年３月期において、特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しをいたしますのでお知
らせいたします。 
 

記 
 
１.特別損失（減損損失）の計上 
 当社の保有する一部事業用資産において、収益性が低下したことなどから、「固定資産の減損に係る会計
基準」に基づき、減損損失39百万円を計上いたします。 
 
２.繰延税金資産の取崩しについて 
 今後の当社本舘建て替えに伴う業績見通し等を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、繰
延税金資産の一部を取崩し、法人税等調整額に425百万円計上いたします。 
 
３．業績への影響について 
 通期業績への影響につきましては、本日公表の「平成25年３月期決算短信」をご参照下さい。 
 

以 上 


